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衆
議
院
議
員
宮
崎
岳
志
君
提
出
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
の
情
報
開
示
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
甘
利
経
済
再
生
担
当
大
臣
の
発
言
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
交
渉
に
関
す
る
情
報
の
提
供
に
つ

い
て
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
日
本
国
憲
法
第
七
十
三
条
に
よ
り
、
外
交
関
係
の
処
理
及
び
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
内
閣

が
そ
の
事
務
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
八

号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
秘
密
に
該
当
す
る
も
の
を
除
い
て
は
、
国
会
議
員
に
対
し
て
、
守
秘
義
務
を
課
し
、

こ
れ
を
罰
則
に
よ
り
担
保
す
る
規
定
が
な
い
こ
と
、
他
方
、
米
国
に
お
い
て
は
、
同
国
の
憲
法
に
よ
り
同
国
議
会
に
対
し
諸

外
国
と
の
通
商
を
規
制
す
る
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
同
国
議
会
議
員
に
よ
る
秘
密
漏
え
い
に
関
す
る
法
令

が
あ
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
て
、
我
が
国
が
米
国
と
同
様
な
情
報
提
供
を
国
会
議
員
に
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
述
べ

た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。


